
１　被害の種別

番
号

類　　　型 発生日 受理日 被害額（円） 交付手段
被害者
性別

被害者
年齢

① 架空料金請求
令和３年１月１９日から
同年２月２０日までの間

2月2日 840,000
収納代行
店舗外ＡＴＭ

男性 62

② 架空料金請求
令和３年１月３１日から
同年２月８日までの間

2月18日 29,000,000 金融機関窓口 男性 77

③ 架空料金請求
令和２年７月２５日から
同年７月２９日までの間

2月3日 1,600,000 電子マネー 女性 48

２　被害の概要

①

②

③

被害者の携帯電話に電話会社から通知文が届いたため、記載されていた電話番号に電話したところ、未納料金を支払うよう指示されたことか
ら、相手の指示に従い、コンビニの収納代行を利用し、１０万円分の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、だまし取られました。その後も、他の
未納料金等を支払うよう指示されたことから、相手が指定した口座に振り込み、合計８４万円をだまし取られたものです。

被害者の携帯電話に「利用料金の確認が取れていない」旨のショートメールが届いたため、記載された電話番号に電話したところ、サイトの未納
料金をコンビニの電子マネーで支払うよう指示されたことから、コンビニで電子マネーを購入し、記号番号を伝えだまし取られました。その後も別
のサイト利用の未納料金等を支払うよう指示されたため、コンビニで電子マネーを購入し、記号番号を伝え、4日間にわたり、合計160万円をだま
し取られたものです。

被害者の携帯電話に、領事館職員を名乗る男から、「空港で見つけた封筒の中に偽物のパスポートを見つけた。パスポートを国に送るつもり
か。」と言われたことから、「知らない」と答えるも、捜査機関職員を名乗る男が電話を代わり、「重大な犯罪であるため、解決しない場合には国に
連れて行く。」と言われた。後日、「あなたを特別に助けようと思うが、そのためにはお金が必要だ。」と言われ、貯金残高等を聞かれたため、金額
等を答えたところ、指定された口座に振り込むよう指示され、４回にわたり合計2,900万円を振り込み、だまし取られたものです。

「電話で『お金』詐欺」

「電話で『お金』詐欺」累計

３件

熊本県警では、「特殊詐欺」「振り込め詐欺」の名称を「電話で『お金』詐欺」に変更しました。

注 「電話で『お金』詐欺」の10分類の詳細は別に掲載しています。

Ｒ３．１～２ Ｒ２．１～２ Ｒ３．１～２ Ｒ２．１～２

5 7 -2 -28.6% 31,607,000 8,502,334 23,104,666 271.7%
オレオレ 0 2 -2 -100.0% 0 4,000,000 -4,000,000 -100.0%
預貯金 0 1 -1 -100.0% 0 486,000 -486,000 -100.0%
架空料金請求 4 1 3 300.0% 31,597,000 800,000 30,797,000 3849.6%
融資保証金 1 2 -1 -50.0% 10,000 2,716,334 -2,706,334 -99.6%
還付金 0 0 0 - 0 0 0 -
金融商品 0 0 0 - 0 0 0 -
ギャンブル 0 0 0 - 0 0 0 -
交際あっせん 0 0 0 - 0 0 0 -
その他 0 0 0 - 0 0 0 -
キャッシュカード詐欺盗 0 1 -1 -100.0% 0 500,000 -500,000 -100.0%

電話で『お金』詐欺合計

種別／区分
認知件数

増減数 増減率
被害総額(円)

増減額 増減率


